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2026年度春の交渉 三越伊勢丹グループ労働組合 本部基本方針  

 

Ⅰ,環境認識 

 

① 外部環境 

国内経済について、2025年 7～9月期の 4半期 GDPは 6四半期ぶりにマイナスとなったものの、個人消

費や設備投資の持ち直し等により、景気は緩やかな回復基調の状況が継続している状況です。 

一方、アメリカの関税政策や中国との関係悪化に伴う影響、気候変動や地政学リスクの高まり等が、景

気の下振れリスク要因として懸念される状況と言えます。 

物価状況について、物価上昇の傾向は継続しており、年間を通じて３％台を多く記録する等引き続き高

い水準で推移している状況です。一方、ここ数年間の賃上げにより名目賃金は上昇傾向にあるものの、急

速な物価上昇に追いつかない状況は継続しており、2025 年 11 月には実質賃金が 11 カ月連続で減少とな

っています。また、雇用環境については、有効求人倍率は高い水準を維持し、失業率は横ばい・低下傾向

にあることからも緩やかな改善傾向にあると言えます。 

 

② 内部環境 

グループ連結の第２四半期決算は、関係会社株式の売却が寄与し当期純利益は上期として過去最高益を

大きく更新する結果となったものの、前年度好調であった海外顧客売上の反動減により減収が大きく、売

上や営業利益は前年実績を大きく割り込む結果となりました。また、2025年度業績の通期予測について、

関係会社株式の売却や持分法による投資利益の見通し改善等もあり経常利益(770億円)・当期利益(620億

円)は予測の上方修正(いずれも統合後最高益)をおこなっているものの、上期や足元の業績状況も踏まえ、

総額売上については 5 月に発表している期初予測からの下方修正をおこなっている状況でもあります。

こうした業績状況を踏まえ、株主還元に関しても年間配当における増配についても決定をおこなっている

状況です。 

一方で、特に百貨店各社の業績状況には未だばらつきがある状況であり。また金融や不動産、その他の

各事業においても、個客業や収支構造改革の推進により全体的に業績改善が進んでいる状況ではあるもの

の、各社ごとの差異も未だ大きい状況です。 

 

③ 春闘情勢 

連合は春闘交渉の統一要求として賃上げ分（ベースアップ）３％以上、定期昇給分を含め５％以上の

引き上げを目安とする方針を掲げています。 

UAゼンセンは、正社員について賃金体系維持分（定昇）とは別に「賃上げ分（ベースアップ）

４％」、パート社員について賃金体系維持分（定昇）とは別に「賃上げ分（ベースアップ）５％」の引

き上げを目安とする方針を掲げています。 

また、UAゼンセン流通部門として、正社員について賃金体系維持分（定昇）とは別に「賃上げ分(ベ

ースアップ)５％以上、14,000円以上」短時間組合員について賃金体系維持分（定昇）とは別に「賃上

げ分（ベースアップ）６％以上」とする方針を掲げています。 

これは、政府の掲げた方針を踏まえ、今後想定される大幅な公的最低賃金引上げへの対応や「産業

間」、「雇用形態間」、「企業規模間」の格差是正を進めていくために掲げられているものです。 
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Ⅱ,本部基本方針の考え方 

2026年度春の交渉本部基本方針では、根底にある考え方である「雇用の確保とその前提となる企業・ 

事業の存続」を踏まえた取り組みとしていきます。 

ＩＭＧＵとしては、「生活者の観点」また「労働組合としての社会的責任の観点」から、自社の業績動向

や抱える課題等を認識した上で、各支部における「2026年度 春の交渉」へと臨まなければならないと考え

ます。その中では、労働福祉ビジョンに基づき必要と判断する取り組みを主体的に進め、人財の活性化と納

得性のある人事賃金制度の整備と運用の整備や労働福祉に関する制度の充実や拡充を行います。 

 

＜賃金要求＞ 

2026 年度春の交渉においては、人事賃金制度に基づいた要求（適正な評価による賃金反映等）や賃金面

でのセーフティーネットに関わる最低賃金要求（月例賃金・時間給・扶養者年齢別等）についても、従来通

り事業会社・雇用形態ごとに行います。 

一方で、ベースアップ要求については、算出式を用いる上での前提事項にある大きな環境変化「想定外の

大幅な物価上昇」に該当すると判断し「グループ共通のベースアップ算出式」に基づいた要求は行わず、物

価上昇の状況を踏まえた要求を行うものとします。 

 

【参考】◆グループ共通ベースアップ算出式 

・現行制度は 2026年度春の交渉まで適用する。 

・下記の大きな環境変化が生じた場合には、算出式の取扱いについて別途労使協議の上で対応する。 

① 消費増税等、国の政策により物価が上昇した場合 

② 想定外の大幅な物価上昇 

③ 災害等によりグループの存続に関わる環境変化が生じた場合 等 

 

ＵＡゼンセン労働条件闘争方針の参画のあり方については、昨年度と同様の基本スタンスとします。 

(賃上げ闘争に登録) 

 

Ⅲ,「2026年度春の交渉」の位置付け 

2026 年度春の交渉は、全ての支部・分会においてあらゆるツールを活用し、以下の４点を中心に全メン

バーと対話・共有する機会として位置付けます。 

① 現在の企業(グループ全体・自社)がおかれた環境(業績・方針・課題点等)をメンバーと共有する。 

② 賃金要求については、本部方針に基づく各支部要求案をメンバーと共有し、審議決定を経た上で早期

の妥結を目指す。 

③ 人に関わる諸制度について、2025 年度における各支部労使通年協議事項およびＨＤＳ労使協議会の

協議項目をメンバーと共有し、審議決定を経た上で労使合意と成案化を行う。また、2026 年度に予

定している労使通年協議事項については、中長期のあるべき姿をもとに課題認識や考え方について

メンバーとの共有化を図り、実現に向けた取り組みを進める。 

④ 働く環境整備に向けた取り組み（グループ方針に基づく各支部での総実労働時間の短縮・有給休暇取

得の推進・業務改革、風土改革・法改正の対応等）について、労使および組合の施策や考え等をメン

バーと共有し、取り組みを推進する。 



3 

Ⅳ,賃金要求の具体的方針 

賃金要求の具体的な取り組み方針については以下の通りとします。 

1)月例賃金 

○水準引き上げ 

生活者の観点と労働組合の社会的責任を踏まえつつ、ベースアップについては消費者物価の上昇を重

視して、以下の対応を図ります。 

・グループ共通ベースアップ算出式を適用している雇用形態 

現在の物価状況について、算出式の付帯事項である「想定外の大幅な物価上昇」に該当することを 

ＨＤＳ労使協議会にて確認を行ってきた。2026年度はＨＤＳ労使協議会による協議内容に基づき、 

物価上昇への対応と、全メンバーの一体感醸成を考慮した実効性ある水準として「5,000円のベースア

ップ」を全支部にて要求する。また、各支部においてはベースアップの構成要素を踏まえ必要に応じて

さらなる上乗せの要求をおこなう。 

・グループ共通ベースアップ算出式を適用していない雇用形態 

算出式を適用していない雇用形態は、ベースアップの構成要素に基づく判断を基本とするものの、特

に 2026 年度は物価上昇への対応と雇用形態間のバランスを踏まえた対応を行う。具体的には、算出式

のある雇用形態との一体感の醸成と賃金水準とのバランスを考慮した実効性ある水準として、「月給制

は 5,000円、時給制は 30円、年俸制は 60,000円のベースアップ」を全支部にて要求する。また、各支

部においてはベースアップの構成要素を踏まえ必要に応じてさらなる上乗せの要求をおこなう。 

 

【参考】 

 

■グループ共通ベースアップ算出式 

・現行制度は 2026年度春の交渉まで適用する。  

・下記の大きな環境変化が生じた場合には、算出式の取扱いについて別途労使協議の上で対応する。 

➀消費増税等、国の政策により物価が上昇した場合 

②想定外の大幅な物価上昇 

③災害等によりグループの存続に関わる環境変化が生じた場合 等 

 

■各雇用形態におけるベースアップの構成要素 

・月給制社員：物価上昇対応分、生産性向上分、初任給（採用賃金）上昇分、労働市場との賃金水準

格差調整、他雇用形態との賃金バランス、最低賃金引上げ対応、担う役割と賃金バランス 

・時給制社員：物価上昇対応分、生産性向上分、採用賃金上昇分、担う役割と賃金バランス、 

他雇用形態との賃金バランス、最低賃金引上げ対応、労働市場との賃金水準格差調整 

・60歳以降社員：物価上昇対応分、生産性向上分、担う役割と賃金バランス、他雇用形態との賃金バ

ランス、最低賃金引上げ対応、労働市場との賃金水準格差調整 

※採用賃金上昇分(60歳以降で採用をおこなっている場合) 

・年俸制社員： 物価上昇対応分、生産性向上分、労働市場との賃金水準格差調整、他雇用形態との

賃金バランス、最低賃金引上げ対応、担う役割と賃金バランス 

 

なお、「物価上昇対応分」以外のベースアップ構成要素については、各支部にて確認した上で、必要 

に応じて更なる水準の引き上げ要求を行う。 
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○昇給・昇格 

・昇給に関しては、昇給制度がある場合、制度に基づく昇給原資(評価分布等)の要求を行い、制度が未

整備な場合は例年同程度の昇給原資の要求を行うとともに、評価分布等についてはその結果の確認

を行う。なお、昇給制度が未整備な場合や運用面で課題がある場合には、次年度の通年協議で制度整

備や課題の改善に向けた協議を行う。  

・昇格に関しては、事前に労使で想定している昇格の運用について、昇格人数の結果の確認等を行い、

運用面での課題がある場合には、運用上の考え方を確認すると共に、次年度の通年協議で課題の改善

に向けた協議を行う。  

・月給制社員の賃金引上げ率の算出においては、当該雇用形態のモデル賃金に基づき算出する。なお、

賃金制度が変更された場合には、モデル賃金の見直しを行うこととする。 

 2)最低賃金 

・2026 年度「ＩＭＧＵ最低賃金要求基準」をもとに「扶養者年齢別(月例)、企業内(月例・時間給)」の

最低賃金を要求する。  

・フルタイム勤務者が育児・介護等の短時間勤務を取得した場合についても、実労働時間を加味した上で

扶養者年齢別最低賃金の対象とする。 

3)初任給(採用賃金) 

・個別設定となる雇用形態を除き、全ての雇用形態の初任給(採用賃金)について要求を行う。 

・優秀な人財の確保、同業他社との比較及び地域における採用競争力等を考慮し、必要に応じて初任給

(採用賃金)の引き上げを要求する。なお、初任給(採用賃金)を引き上げた場合においては、在籍者に与

える影響、賃金体系上の整合性等について十分考慮し、必要に応じた対応を図る(部分的もしくは全体

的な本給表の書き換え要求等)。  

・今回ベースアップ要求を行う雇用形態は、ベースアップと同額(またはそれ以上)を上乗せした初任給

(採用賃金)の金額を要求する。 

 

Ⅴ,賞与交渉方針 

・賞与要求については半期交渉を前提とし、以下のフローに基づき要求を行う。 

① 2025年度賞与（2026年６月）は、2025年度の支給表をベースに業績結果及び業績評価指標を踏ま

え、2026年４月を目途に要求を行う。 

② 2026年度の賞与支給額の決定に使用する「業績評価指標」は第 1四半期を目途に協議・決定する。 

③ 2026 年度賞与（2026 年 12 月・2027 年６月）は、2026 年度の支給表をベースに業績結果及び業績

評価指標を踏まえ、12月賞与は 2026年 10月、６月賞与は 2027年４月を目途に要求を行う。 

※支給表が確定していない支部・分会は個別協議とする。（都度交渉） 

・月給制社員の賞与については、「雇用の確保とその前提となる企業・事業の存続」を最優先に取り組む。 

・賞与の最下限水準は年間２ヶ月を基本的な考え方とし、年間２ヶ月を下回る場合はその理由や今後に向け

た考え等を明確にする。  

・企業環境・業績に対応した水準の確保を図る。その中で、企業環境・業績が想定以上となった場合におい

ては、積極的な水準の向上を目指す。 

・賞与に評価制度が導入されている雇用形態は、必要な原資(評価分布等)を要求するとともに、その結果に

関する確認を行う。 

 

Ⅵ,今後の進め方 

上記内容をもとに、全支部が従来からの各項目を基本に議案書を作成し、メンバーズＶＯＩＣＥにてメ

ンバーとの議論を深めるものとします。そして、各支部機関会議での審議を通じて「通年協議の成案化」

「賃金要求案の作成」を行った後、支部労使協議会において賃金要求を行い、 早期の妥結を目指します。 


